
  

第2編
第1部  制度の概要及び基礎統計
V  社会福祉
28  保育対策

保育所は,保護者が労働や病気などの理由で児童の保育ができない場合に,保護者に代わってその児童の保
育を行っている。また,近年の保育需要の多様化に応えて,次のような特別保育対策の充実を図っている。

保育所数等の推移

保育所年齢別入所状況の推移
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厚生白書（平成５年版）



  

第2編
第1部  制度の概要及び基礎統計
V  社会福祉
28  保育対策
[乳児保育]

乳児(0歳児)については,安全を保持し順調な発達を保障するため,設備や職員配置等の保育条件に配慮した
保育を行っている。
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第2編
第1部  制度の概要及び基礎統計
V  社会福祉
28  保育対策
[延長保育]

通勤距離の伸長等による保育時間延長のニーズに対応するため,午後7時頃までの延長保育を実施してい
る。
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第2編
第1部  制度の概要及び基礎統計
V  社会福祉
28  保育対策
[夜間保育]

就労形態の多様化等に伴う夜間保育のニーズに対応するため,午後10時頃まで開所している夜間保育所を
モデル的に実施している。

夜間保育・延長保育・障害児保育等の年次推移(国庫補助の対象)
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第1部  制度の概要及び基礎統計
V  社会福祉
28  保育対策
[障害児保育]

保育所で行う集団保育が可能な中程度までの障害児を,健常児との集団保育が適切に実施できる範囲内の
人数で受け入れている。
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第1部  制度の概要及び基礎統計
V  社会福祉
28  保育対策
[一時的保育事業]

週3日程度のパートタイム就労に対応した非定型的保育サービスや,保護者の傷病等に対応した緊急保育
サービスを実施している。
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第1部  制度の概要及び基礎統計
V  社会福祉
28  保育対策
[長時間保育サービス事業]

残業等やむをえない事情により長時間の保育を必要とする児童に対し,午後10時頃までの保育サービスを
実施している。
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第1部  制度の概要及び基礎統計
V  社会福祉
28  保育対策
[企業委託型保育]

企業からの委託を受けて,児童福祉施設の経営を行う社会福祉法人が,日曜・祝祭日や深夜における保育
サービスを提供する。
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第1部  制度の概要及び基礎統計
V  社会福祉
29  児童の健全育成対策
[児童厚生施設]

児童館,県立児童厚生施設(宿泊型を含む),児童遊園において,児童の健全な遊び場の確保,健康の増進,情操
教育等の事業を行っている。
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第1部  制度の概要及び基礎統計
V  社会福祉
29  児童の健全育成対策
[児童厚生施設地域交流事業]

子どもと老人が地域ぐるみで交流をすることにより,児童に老人へのいたわり,思いやりの心を芽生えさせ,
情操を高めるための活動を実施している。
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第2編
第1部  制度の概要及び基礎統計
V  社会福祉
29  児童の健全育成対策
[児童厚生施設自然体験活動事業]

豊かな自然環境の中から大人が与える遊びでなく,子ども自身が遊びを見つけ,工夫し,創りだしていくとと
もに,遊びを通じて考える力や根気を養い,児童の健全育成を図っている。
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第1部  制度の概要及び基礎統計
V  社会福祉
29  児童の健全育成対策
[こどもの遊び場づくり推進事業]

地域ぐるみで児童が安心して遊べる遊び場の確保等遊び環境を整備する。
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第1部  制度の概要及び基礎統計
V  社会福祉
29  児童の健全育成対策
[都市児童健全育成事業]

児童の遊び場の不足,核家族化の進行等,児童の多様な福祉需要に対応するため,民間指導者養成事業,乳幼
児健全育成相談事業及びすこやかテレホン事業を実施している。
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第1部  制度の概要及び基礎統計
V  社会福祉
29  児童の健全育成対策
[放課後児童対策事業]

昼間,保護者のいない家庭の小学校低学年児童等に対して,児童館等の施設で育成・指導を行い,遊びを主と
する健全育成活動の推進を図っている。
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第1部  制度の概要及び基礎統計
V  社会福祉
29  児童の健全育成対策
[児童手当]

児童手当制度は,児童を養育している家庭に児童手当を支給することにより,児童養育家庭の生活の安定に
寄与し,次代を担う児童の健全育成及び資質の向上に資することを目的としている。

平成4年1月から,世代間扶養及び育児支援の強化の観点から行われた支給対象の拡大,支給額の改善,支給期
間の重点化などを内容とする制度改正が施行されている。

児童手当制度

児童手当支給状況

厚生白書（平成５年版）



  

(C)COPYRIGHT Ministry of Health , Labour and Welfare

厚生白書（平成５年版）



  

第2編
第1部  制度の概要及び基礎統計
V  社会福祉
30  母子保健対策

母子保健対策では,母と子の健康の保持増進を図ることを主たる目的として,保健指導,健康診査,医療の援
助をはじめ,母子保健に関する知識の普及,母子健康手帳の交付など総合的な施策を推進している。

母子保健対策の概要

母子保健関係指標の推移

厚生白書（平成５年版）
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第1部  制度の概要及び基礎統計
V  社会福祉
30  母子保健対策
[妊娠届・母子健康手帳]

妊娠した者は,まず市町村に妊娠の届出をし,母子健康手帳の交付を受けることとなっている。母子健康手
帳は,妊娠,出産,育児に関する一貫した健康の記録簿であり,健康診査や保健指導にも必要な基礎資料とな
る。
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第1部  制度の概要及び基礎統計
V  社会福祉
30  母子保健対策
[妊産婦及び乳幼児の健康診査]

妊産婦・乳幼児の健康診査は,妊娠中毒症や心身障害等の異常を早期に発見し,適切な援助等を行い,母性及
び乳幼児の健康の保持増進を図るうえできわめて重要な施策である。この健康診査は保健所で行われて
いるほか,特に妊婦と乳児の健康管理を徹底するため,医療機関においても妊娠前期,後期の2回,乳児期に2
回健康診査を無料で受診できるようになっている。

また,市町村においては1歳6か月児に対し健康診査を行っているほか,母子保健法では満3歳を超え満4歳に
達しない幼児について,健康診査の実施を都道府県に義務づけている。
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第1部  制度の概要及び基礎統計
V  社会福祉
30  母子保健対策
[妊産婦及び乳幼児の保健指導]

保健指導は,妊娠,出産,育児に関して保健上必要な注意,助言を与えるものであり,一般には保健所や医療機
関で行われている。

訪問指導については,妊産婦,新生児,未熟児に対して必要に応じて,医師,助産婦,保健婦がその家庭を訪問し
て保健指導を行っている。

また,健全母性育成事業として,思春期に特有の問題について,きめ細かな相談を電話や面接により実施して
いる。
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第2編
第1部  制度の概要及び基礎統計
V  社会福祉
31  母子家庭等の福祉対策

母子家庭は,経済的,社会的,精神的に不安定な状態におかれがちであり,その家庭の児童の健全育成のため
に必要な保護,指導,助成等を行うとともに,母親に対しては,自らが健康で文化的な生活を営みつつ,その養
育責任を遂行できるように必要な援助を行っている。
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第1部  制度の概要及び基礎統計
V  社会福祉
31  母子家庭等の福祉対策
[経済的援助]

死別母子世帯には,遺族年金,遺族基礎年金が支給されるほか,生別母子世帯には,児童扶養手当が支給され
る。また,母子(寡婦)福祉資金を低利で貸付けることにより,経済的自立を図っている。さらに,寡婦控除等
税制面でも優遇措置がとられている。

児童扶養手当
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第1部  制度の概要及び基礎統計
V  社会福祉
31  母子家庭等の福祉対策
[雇用促進]

公的施設内に売店等の設置の申請があった場合は,優先的に許可するほか,たばこ販売小売人の申請があっ
た場合も優先的に許可する等の措置がとられている。
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第1部  制度の概要及び基礎統計
V  社会福祉
31  母子家庭等の福祉対策
[住宅]

公営住宅の供給を行うときは,住宅困窮者に対する優先入居及び生活困窮者に対する家賃の減免等の特別
の配慮がなされている。
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第1部  制度の概要及び基礎統計
V  社会福祉
31  母子家庭等の福祉対策
[生活指導等]

保護を要する母子を入所させ,生活指導を行う母子寮や,母子福祉センター,母子休養ホーム等の母子福祉施
設を設置しているほか,福祉事務所に母子相談員を配置し,母子世帯の実情の把握と各種相談に応じ,また,
指導を行っている。さらに,母や子が病気になったとき必要な介護及び保育を行う介護人の派遣を行って
いる。

父子福祉対策
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第1部  制度の概要及び基礎統計
V  社会福祉
31  母子家庭等の福祉対策
[専門的な助言,指導等を行う事業]

母子家庭及び寡婦に対する生活,生業等に関する専門的な助言,指導等を行う事業を平成6年1月より実施し
ている。
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第1部  制度の概要及び基礎統計
V  社会福祉
32  身体障害者福祉対策

身体障害者福祉対策は,ノーマライゼーションの理念のもと,自立と社会参加の促進のため,在宅福祉サービ
スや施設福祉サービス等の総合的な施策を推進している。

身体障害者在宅福祉対策の概要

厚生白書（平成５年版）
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第1部  制度の概要及び基礎統計
V  社会福祉
33  心身障害児(者)対策

精神薄弱者及び18歳未満の心身障害児(身体障害児及び精神薄弱児)に対しては,在宅サービス及び施設
サービス両面においてさまざまな施策を行っている。
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第1部  制度の概要及び基礎統計
V  社会福祉
33  心身障害児(者)対策
[在宅福祉対策]

心身障害児・者に対する施設福祉対策の概要

厚生白書（平成５年版）



身体障害者施設福祉対策の概要

厚生白書（平成５年版）



身体障害者関係施設の状況

厚生白書（平成５年版）



身体障害者の障害の原因別状況
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第1部  制度の概要及び基礎統計
V  社会福祉
34  生活保護制度

保護の動向
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第1部  制度の概要及び基礎統計
V  社会福祉
34  生活保護制度
[生活保護制度]

生活保護は,生活に困窮するすべての国民に対し,その困窮の程度に応じ必要な保護を行い,健康で文化的な
最低限度の生活を保障し,併せてその自立を助長する制度である。

保護の種類は,生活扶助,教育扶助,住宅扶助,医療扶助,出産扶助,生業扶助及び葬祭扶助の7種類であり,要保
護者の必要に応じ,単給又は併給として行われる。

1か月平均扶助別人員
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第1部  制度の概要及び基礎統計
V  社会福祉
34  生活保護制度
[生活保護の基準]

生活保護のうち,衣食その他日常生活の需要を満たすための生活扶助基準については,一般国民の消費動向
に対応して改定するいわゆる水準均衡方式により決定している。

世帯類型別最低生活保障水準
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第1部  制度の概要及び基礎統計
V  社会福祉
34  生活保護制度
[生活保護の流れ]

  

(C)COPYRIGHT Ministry of Health , Labour and Welfare

厚生白書（平成５年版）



  

第2編
第1部  制度の概要及び基礎統計
V  社会福祉
34  生活保護制度
[生活保護費の決め方]
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第1部  制度の概要及び基礎統計
V  社会福祉
35  民間地域福祉活動
[民生委員・児童委員]

民生委員・児童委員は,厚生大臣の委嘱を受けて,地域住民の福祉向上のため,地域住民の生活状態を把握
し,要保護者等への相談及び助言・指導を行うほか,福祉事務所等の行政機関への協力,地域の児童の健全育
成などの任務を担っている。

民生委員の改選数の推移

民生委員(児童委員)の相談指導件数

  

厚生白書（平成５年版）



(C)COPYRIGHT Ministry of Health , Labour and Welfare
厚生白書（平成５年版）



  

第2編
第1部  制度の概要及び基礎統計
V  社会福祉
35  民間地域福祉活動
[社会福祉協議会]

社会福祉協議会は,地域住民及び公私の社会福祉事業関係者によって構成され,住民の福祉活動への参加の
援助や社会福祉を目的とする事業の連絡調整・企画実施を行い,地域における社会福祉を増進させること
を目的とする民間団体である。

住民参加型在宅福祉サービス活動実施団体数の推移
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第1部  制度の概要及び基礎統計
V  社会福祉
35  民間地域福祉活動
[ボランティア活動の振興]

ボランティア活動者の数は近年着実に増加を続けており,また,最近では会員制,有償性に特色のある住民参
加型の在宅福祉サービス団体の活動の急速な進展が見られる。このようなボランティア活動の振興をは
かるためにボランティア活動の拠点となり,広報,啓発,登録・斡旋,情報提供などを行うボランティアセン
ターが中央,都道府県,市町村の各段階の社会福祉協議会などに整備されている。また,「学童・生徒のボラ
ンティア活動普及事業」や「ボラントピア事業」,「ふれあいのまちづくり事業」等が実施されている。

ボランティア活動者数の推移
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35  民間地域福祉活動
[共同募金]

国民自らの手で民間社会福祉事業の財源を確保するとともに,国民の社会福祉に対する連帯意識を高める
全国民的運動で,各都道府県の区域ごとに共同募金会が組織され,社会福祉協議会の意見を聞いてその区域
内で社会福祉を目的とする事業を経営する者に配分されている。

共同募金の目標額及び実績額の推移
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[地域改善対策事業]

地域改善対策については,昭和44年の「同和対策特別事業法」,昭和57年の「地域改善対策特別措置法」及
び昭和62年の「地域改善対策特定事業に係る国の財政上の特別措置に関する法律(地対財特法)」に基づ
き,平成3年度に至るまで,同和問題解決のための諸施策を推進してきた。「地対財特法」が失効する平成4
年度以降も物的事業が相当程度見込まれ,啓発等の非物的事業の面においても課題が残されていることか
ら「地対財特法」の制定の趣旨を踏まえつつ,その一部を改正して5年間の延長を図り,同和問題の完全解
決を目指すこととしたところである。

地域改善対策事業関係施設数の年次推移

地域改善対策事業の概要
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[災害救助法]

災害救助法は,一定規模以上の災害が発生した場合,被災者の保護と社会秩序の保全を図ることを目的とし
ており,国が地方公共団体,日本赤十字社その他の団体及び国民の協力の下に応急救助を実施するものであ
る。
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[婦人保護事業]

売春防止法による要保護女子(性行又は環境に照らして売春を行うおそれのある女子)の保護更生に関する
業務は,婦人相談所,婦人相談員及び婦人保護施設などが中心となって実施している。

婦人保護事業の仕組み
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[消費生活協同組合]

消費生活協同組合は,一定の地域又は職域において組合員の生活の文化的・経済的改善向上を図ることを
目的とした,非営利の自発的な相互扶助組織である。

生協の組合数等の年次推移

  

(C)COPYRIGHT Ministry of Health , Labour and Welfare

厚生白書（平成５年版）



  

第2編
第1部  制度の概要及び基礎統計
V  社会福祉
36  暮らしを支える社会福祉
[生活福祉資金貸付制度]

生活福祉資金貸付制度は,低所得世帯等に対し,その経済的自立と生活意欲の助長促進を図り,安定した生活
を営むことができるよう資金の貸付と民生委員等による援助指導を行う制度である。

生活福祉資金貸付条件及び貸付実績(例)
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